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③　アオイフェ・ノーラン教授、欧州社会権委員会委員長

よく「ミニ条約」と見なされる第23条（訳注　欧州社会憲章第23条は「高齢者の社会保障の権利」。この憲章の審査機関が欧州社会権委員会。）や地域的人権機関の経験を踏まえると、真に変革をもたらすためには、この新たな法的拘束力のある文書にはどんな付加価値があり、またどんな付加価値が必要だと考えますか？
我々の委員会は、欧州地域の人権法の強力かつ広範な規定をもっており、それが高齢者が直面する市民的、経済的、社会的、政治的、あるいは文化的な多分野の権利の課題に適用されています。しかしこれは、国際条約が不要であることを示唆するものではありません。逆に、高齢者の権利を監視し、その権利主張を実現する地域機関としての我々の経験は、国際レベルでそのような法的拘束力のある基準を持つことの重要性を裏付けています。高齢者の権利に関する国連条約は、いくつかの理由から真の付加価値をもたらすでしょう。
第一に、それは国際レベルにおける空白を埋めることになります。欧州の地域内ではそのような空白はありませんが、地域の人権法では国際法の空白を埋められません（地域機関の経験は、国際条約で採用される文言やアプローチに生かされるべきですが）。
第二に、このような条約が存在していることで、注目を必要としているにもかかわらず、現在、国連条約体（我々のカウンターパートの国連経済・社会・文化権利委員会を含む）から十分な注目を受けていない人々のグループに、確実に焦点が当てられるようになります。我々の委員会の経験から、高齢者の権利に関する具体的な規定の付加価値は明らかです。そのような規定（および高齢者の権利に関する国際条約）は、高齢者が直面する権利上の課題への取り組みを義務付けます。 
第三に、国際条約は、国際法の下で高齢者の権利を、権利を枠組みとした交差的な視点から取り組むことを可能にします。これは現在、国際レベルでは実現できていません。 
第四にこれに関連して、国際条約は、高齢者が直面するエイジズムによる複雑な問題に取り組む権限を、対応する条約体に与えることになります。これは第23条が、高齢者が直面するエイジズムによる複雑な問題に取り組む権限を我々の委員会に与えているのと同じです。この取り組みは、直接・間接に他の条約体の活動にも寄与します。  
第五の理由は、国際レベルにおける既存の空白が地域の人権機関に与える影響に関連します。我々の委員会は、第23条および高齢者の権利に関する活動を大幅に拡大してきましたが、依然として非常に初期の段階にあります。我々の委員会や他の機関の活動において高齢者に相対的に注目が払われていないことは、少なくとも部分的には、この分野における国際条約の欠如に起因していることに、疑いの余地はありません。我々の委員会の活動においては、国際人権法に基づく権利保護の「優良実践例」を大いに参考にし、それを自らの活動に取り入れています。例えば、障害のある人の権利や子どもの権利に対する我々のアプローチを形成する上で、国連障害者権利条約（UNCRPD）や国連児童の権利条約（UNCRC）の実践は極めて重要な指針となっています。とはいえ、我々があらゆる状況下で自動的にそれらに従っているわけではありません。我々は自らの任務に従っており、場合によっては国連条約機関が行ったことよりもさらに踏み込んだ対応をとってきました。しかし、こうした国際的な法体系や実践は、「一般」委員会として特定の集団に関する社会的権利の問題に取り組む我々にとって、極めて重要な情報源、着想、原動力となっています。したがって、国連の基準は、世界レベルでの進展となるだけでなく、地域レベルにおける高齢者の権利の認識と実施を強化するための動機付けとしても機能するでしょう。
第六に、国際条約は地域基準の欠点を是正する機会となります。第23条は「高齢者」について言及し、「高齢者が可能な限り長く社会の完全な一員であり続けられるようにする」と述べています。この後者の点は、高齢者の主体性や自律を損なう恐れがあります。現在、我々は解釈作業を通じてこの問題を回避してきました。新たな国際的な枠組みがあれば、そのような回避策を講じる必要はなくなります。
最後に、こうした枠組みがなければ、国際レベルで高齢者の権利問題が不適切に扱われるリスクがあります。例えば、障害のある人の権利は、高齢者の権利問題に対処するためにますます頻繁に利用されていますが、そもそも高齢者を主眼として設計されたものではありません。これは、高齢者の権利の発展を阻害する恐れがあります。さらに、障害のある人の権利の枠組みが高齢者の問題に関して何かを付加するために利用される場合、障害のある人の権利に対してもリスクが生じます。障害のある人の権利の範囲と特異性を考慮すると、障害のある人とは権利や利益が大きく異なる場合もある高齢者グループに関連する重要課題を検討するために、障害のある人の枠組みに依存することは、障害のある人の権利の望ましくない歪曲や転用を招く恐れがあります。
そして、将来を見据えて、もしこの起草プロセスが真の勇気、野心、そして包摂性をもって進められるとしたら、今後10年以内にこの新しい条約によって、高齢者の日常生活においてどのような具体的かつ有意義な変化を最も期待しますか？
私にとっては、高齢者が、世代間の正義と連帯に関する、権利に基づく有意義な理解と実践に参加し、その恩恵を受けることです。この条約は、世代間の正義や連帯という、やや曖昧で広く定義された概念を、漠然とした「実現したい理想」から、法的拘束力を持つ人権法の基準やメカニズムに直接結びついた概念へと転換するための枠組みとして機能することで、この点において重要な役割を果たすことになります。　

（翻訳・佐藤久夫、鈴木靜）
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